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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

第１章 地理空間情報の活用の推進に関する全般的施策 

１．関係主体の推進体制の整備と連携の強化 

（政府が一体となった施策の推進とその体制整備） 

1 １章１

（１） 

戦略的体制及び運

営のあり方の検討

国の関係部局や地方公共団体、民間事

業者からのヒアリング等を行い、地理空

間情報の整備・更新・提供・流通や準天頂

衛星による衛星測位システムに関する現

状や課題について調査を進める。 

地理空間情報

活用推進会議

（以下「推進会

議」という。）

現状や課題についての調査を進

める。 

    

地理空間情報の整備・更新・提供・流通や、準天頂衛星による衛星

測位システムに関する現状や課題について調査を行った。 

推進会議議長を、これまでの内閣官房副長官補から内閣官房副長

官（政務及び事務）とするなど組織の見直しを行い、戦略的体制の

強化を図った。 

2 １章１

（１） 

衛星測位に係る施

策の推進体制の見

直し等の検討 

衛星測位に関する施策の推進体制につ

いては、必要に応じて、平成20年５月に

成立した宇宙基本法及びそれに基づい

て設置される宇宙開発戦略本部での議

論や、平成21年６月に策定された宇宙基

本計画等を踏まえつつ、地理空間情報活

用推進基本法の基本理念に沿って見直

し等を検討する。 

推進会議 準天頂衛星システム計画の進捗状

況も踏まえながら、計画の推進に

支障が生じない時期までに見直し

等を進める。 
   ○

・宇宙開発戦略本部の下に、政務官レベルによる準天頂衛星に関

するプロジェクトチーム（平成22年8月設置）及び専門家による準

天頂衛星開発利用検討ワーキンググループ（平成22年12月設置）

を置き、準天頂衛星2号機以降の整備について、検討を行う体制を

整えた。 

・平成23年度に事業計画策定を行う予算を確保した。 

（国と地方公共団体との連携・協力） 

3 １章１

（２） 

国と地方公共団体と

の連携 

地理空間情報の活用推進に関する都道

府県の担当者を対象とした会議等を開催

し、連携を図る。 

国土交通省 各都道府県と連携を図るため、担

当者会議等を平成20年度から実

施する。 

    

都道府県の基本法及び測量法の担当者会議を全国10ブロックに

おいて延べ 48回開催し、国と地方の連携強化を図った。 

4 １章１

（２） 

１章５ 

２章３

（２） 

統合型ＧＩＳの普及・

啓発の推進 

統合型ＧＩＳの整備を促進するにあたっ

て、地方公共団体と連携してセミナーを

開催する。 

総務省 継続的に実施する。 

    

統合型ＧＩＳの活用推進に関する都道府県の会議を、6月4日と 9

月21日の 2回開催した。 

5 １章１

（２） 

国と地方公共団体

等の連携による基

盤地図情報の整備

基本測量や公共測量の測量成果の相互

利用や測量作業の調整等について国と

地方公共団体が連携し、基盤地図情報・

デジタル画像情報の整備、適時の更新及

び提供を行う。 

国土交通省 平成23年度までに市街化区域・市

街化調整区域において、基盤地図

情報・デジタル画像情報を整備し、

基本測量及び公共測量を基に随時

更新・提供を行う。 
○

 
  

平成22年度は、約25,000km2の基盤地図情報を初期整備、約

6,300km2 の基盤地図情報を更新した。その際、基本測量や公共測

量の相互利用を進めるとともに、測量の重複を避ける観点から基

盤地図情報の整備にあたっては測量法第44条に基づき公共測量

成果の使用に努めるとともに、公共測量の実施にあたって必用な

空中写真を無償貸与している。 
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（産学官の連携） 

6 １章１

（３） 

地理空間情報産学

官連携協議会の開

催 

地理空間情報高度活用社会の実現に向

け、広く産学官の関係者、有識者の参画

する地理空間情報産学官連携協議会を

開催する。 

推進会議 引き続き、地理空間情報産学官連

携協議会を開催する。 

    

平成22 年7月に地理空間情報産学官連携協議会全体会議（第3

回）を開催したほか、設置されている３つのワーキンググループ

（共通的な基盤技術に関する研究開発ワーキンググループ、防災

分野における地理空間情報の利活用推進のための基盤整備に係

るワーキンググループ、Ｇ空間ＥＸＰＯに関するワーキンググルー

プ）は継続的に検討を行った。 

7 １章１

（３） 

新産業創出への貢

献 

地理空間情報の活用を中心に、技術・市

場・制度面の検討を積極的に行っている

ｇコンテンツ流通推進協議会などの民間

団体における連携の取組を促進する。 

経済産業省 地理空間情報の認知度の向上や、

利活用の普及・促進をｇコンテンツ

流通推進協議会等の民間団体等と

協力しつつ推進する。 

    

多くの民間団体、関係機関が参加するＧ空間ＥＸＰＯなどの場で、Ｇ

空間プロジェクトの成果の発信を行い、民間における連携を促進し

た。 

8 １章１

（３） 

ＪＩＳ原案作成委員会

のへ参画 

官民の関係者からなるJIS原案作成委員

会を国内審議団体と連携して開催し、地

理空間情報に関する標準のJIS化に向け

た検討に参画する。 

経済産業省

国土交通省

・位置・空間情報に関するＷｅｂな

どの情報処理における記述方法と

して、「空間」に関する識別子Place 

Identifier（PI）のJIS化を図る。（経

済産業省） 

・ISOにおいて新たに国際規格が

確定した項目について、必要に応

じ、順次速やかにJIS化原案を作

成する。（国土交通省） 

    

・平成23年2月25日、ＪＩＳ X7155 地理情報－場所識別子（ＰＩ）ア

ーキテクチャ を制定した。（経済産業省） 

・ISO で国際規格を策定中の ISO 19155に関連した部分のJIS 化を

検討し、JIS原案作成作業を完了させJIS X 7155（場所識別子（PI)

アーキテクスチャ）として平成23年2月に制定した（経産省・国交省

共管）。 

9 １章１

（３） 

「Ｇ空間ＥＸＰＯ」の

開催の検討 

「Ｇ空間ＥＸＰＯ」の開催について産業界・

学界と連携して検討する。 

推進会議 平成22年９月の開催に向け、引き

続き産業界・学界と連携して開催内

容の検討を行う。 

    

平成22 年9月19 日～21 日にパシフィコ横浜において産業界・学

界と連携し「Ｇ空間ＥＸＰＯ」を開催した。また、ワーキンググループ

を開催し、平成23年・平成24年の実施を計画した。 

２．調査・研究等の実施  

10 １章２ 地理空間情報の流

通における個人情

報保護、データの二

次利用等の課題に

ついての調査・研究

ＧＩＳの利活用にあたっての個人情報保

護、データの二次利用等の地理空間情

報の提供・流通に関する課題の調査・研

究を行う。 

国土交通省 平成21年度に作成した個人情報

保護・二次利用促進に関するガイ

ドライン素案について、実用性の

観点から検証を行う。 
○

 
  

平成22 年9月に地理空間情報活用推進会議において策定された

ガイドラインに関して、地方公共団体の実務の側面から検証を実施

した。 

11 １章２ 国の安全に及ぼす

影響に関する調査・

研究 

地理空間情報の提供・流通における、国

の安全の観点から配慮すべき事項に関

する調査・研究を行う。 

国土交通省 平成21年度の調査結果を踏まえ、

平成22年度も引き続き、地理空間

情報のうち、地図や空中写真等に

関する、国の安全の観点から配慮

すべき事項について検討する。 

    

平成21年度までの調査結果を踏まえて、地理空間情報のうち、地

図や空中写真等に関して、国の安全の観点から配慮すべき事項の

精査を行った。 
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12 １章２ 

２章２

（２） 

整備・更新手法及び

品質評価等に関す

る調査検討 

モデル的な実証調査等を行い、基盤地図

情報の整備、更新、管理などを効率化す

る研究を行う。 

国土交通省 平成22年度までに、策定した手引

き等の普及、啓発により基盤地図

情報の利活用推進を図る。 

    

「基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引」を国･

地方公共団体の関係者に配布した。 

13 １章２ 工事図面等を活用し

た基盤地図情報の

更新技術の開発 

工事で電子納品されるＣＡＤ図面の情報

を活用し、基盤地図情報を円滑に更新す

る技術や基準を開発する。 

国土交通省 平成21年度までに行ったプロトタ

イプによる部分更新の実験をふま

え、平成22年度に更新マニュアル

の作成を行う。 

    

更新マニュアルの作成を見送り、より効率的な部分更新手法の開

発可能性を検討した。（過年度の部分更新手法では道路基盤地図

情報のシームレス化を図るのに膨大な作業（コスト）を伴うことが、

実験結果より明らかとなったため。） 

14 １章２ 屋内外シームレス

測位技術の開発 

GPS、ICタグ等を活用して、屋内外のシ

ームレス測位が容易に行える技術を開

発する。 

国土交通省 平成22年度までに、屋内外ともに

メートルレベルの精度で移動体の

位置を決定できる技術を開発す

る。 

○    

GPSと、無線LAN、ICタグ等の技術を組み合わせて、概ね目標とし

たレベルの精度で屋内外でシームレスに位置を決定する技術を開

発した。 

15 １章２ 屋内外シームレス

測位環境の構築の

ための環境整備 

衛星測位システム受信機をそのまま屋

内測位にも利用可能とする IMES（Indoor 

Messaging System）を活用した屋外～屋

内を問わないシームレス測位環境の構

築に寄与するため、当該技術の利用拡

大のための普及啓発を行う。 

文部科学省 ＩＭＥＳの技術仕様（準天頂衛星シ

ステムユーザインタフェース仕様

書（宇宙航空研究開発機構（JAXA）

が平成20 年6月に 1.0 版を公開、

平成21 年7月に 1.1版に改訂）の

付録に記載）について、必要に応じ

て更新を実施する。 

 ○   

平成22年度においては、平成22年2月に作成・公開した衛星シス

テムユーザインタフェース仕様書（1.2版ドラフト）に対し、IMES情報

の更新を実施し、平成22年12月のユーザミーティングにおいて当

該更新情報の説明をした後、平成23年2月に同仕様書（1.2版）を

制定した。 

16 １章２ 位置情報認証技術

の研究開発 

高精度・高信頼の時刻・位置情報を容易

に利用できるようにするために、基準座

標系の高精度化、測位における距離基

準計測、位置情報認証の基盤技術を確立

するための研究開発を行う。 

総務省 平成22年度までに基盤技術を確

立する。 

    

基準座標系については、e-VLBI技術による迅速地球姿勢決定手

法を開発した。なお、国土地理院へ技術移転した結果、同院では年

間200回を越える定常VLBI観測を実現している。 

距離基準計測については、超小型VLBIシステムを開発し、同シス

テムによる新たなVLBI解析手法を確立した。位置情報認証につい

ては、GPSデータ自動解析システムを活用した位置認証技術試験

サーバを開発して試験運用を行い、位置認証技術を実証した。 

17 １章２ 地球観測衛星の継

続的な開発 

陸域観測技術衛星「だいち」（ＡＬＯＳ）の

利用実証を通じてリモートセンシング技

術や画像処理技術の高度化を図るととも

に、分解能の向上などレーダや光学セン

サの高度化に必要な研究開発を行う。 

文部科学省 継続して研究開発を実施すること

により、リモートセンシング技術等

の高度化を図る。 
 ○  ○

「だいち」の利用実証結果を踏まえ、レーダ観測機能を向上した

ALOS-2の詳細設計に着手し、開発モデルによる新規技術の機

能・性能評価を計画通り実施し、1～3mの高分解能レーダ観測の

実現性を確認した。また、「だいち」の光学観測機能を向上した

ALOS-3の研究を行い、大型主鏡の部分試作等により50km の広

域観測幅と0.8m分解能両立を実現する目途を得た。 

18 １章２ ユビキタス空間情報

基盤技術の研究開

発 

場所情報の管理・提供をコンピュータネッ

トワーク上で容易に扱うことを可能とする

基盤技術を確立するための研究開発を

行う。 

総務省 平成22年度までに基盤技術を確

立する。 
○    

複数位置検出方式の統合利用技術、場所情報取得技術、場所表現

変換技術、空間コードの体系化の技術課題について研究開発を実

施するとともに、実証実験を通じてユビキタス空間情報基盤技術の

有用性を実証した。 
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19 １章２ 地理空間情報の高

度利活用の研究開

発 

時系列に整備された地理空間情報を、効

果的に環境保全・国土保全に利活用する

技術開発を推進する。また、詳細な三次

元地形データを、防災に活用できる技術

開発を推進する。 

国土交通省 平成22年度までに、時系列地理情

報の利活用のためのマニュアルを

整備する。また、詳細な三次元地

形データから斜面危険区域を抽出

するマニュアルを整備する。 

    

時系列地理情報の利活用手法については、新旧地形情報から盛

土を抽出して評価する手法をHPで公開した。詳細な三次元地形デ

ータから斜面危険区域を抽出する手法のマニュアルを整備した。 

20 １章２ 動線解析プラットフ

ォームシステムの

開発 

都市空間における人の動きを把握する

ため、人の時空間的な位置を表すデータ

（四次元ＧＩＳデータ）を活用して動線解析

を行う技術の開発を行う。 

国土交通省 平成21年度までに行ったプラット

フォームの改良をふまえ、平成22

年度に政策評価におけるITを用い

た動線データ活用方策をとりまと

める。 

    

過年度成果や関係機関との意見交換を踏まえ、バス走行改善の検

討支援や道路整備効果の検証をケーススタディし、動線データ活

用の有効性を確認し、活用方策をとりまとめた。 

21 １章２ GEO Gridの推進 衛星等によって入手された画像データを

有効活用するための大容量データ処理

技術の開発及びインフラ整備を行う。 

インフラ整備の一環として，効率的にペタ

バイト級の地球観測衛星のデータアーカ

イブシステムを構築する。 

経済産業省 平成22年度までに基本システムを

完成し、その後も普及を継続する。 

○ ○  ○

経済産業省の開発した衛星搭載光学センサーASTERの全データ

（>200TB)を HDD上で即時処理できるシステムを構築した。また電

波センサーPALSAR の全メタデータを国際標準に準拠するととも

に、国際標準化および偏光校正手法を確立し、配布するプロダクト

の品質保証に寄与した。 

22 １章２ Ｇ空間プロジェクト

の推進 

地理空間情報を活用した新たな産業・サ

ービスの創出と発展に向けた取組を実施

する。 

経済産業省 平成25年までに誰もが地理空間

情報を利活用し、楽しむことができ

るような社会の実現を目指し、地理

空間情報の利活用を促進するため

の流通基盤の整備、生活や産業に

おける利用の高度化、測位衛星等

からの位置情報を有効活用できる

環境の整備等を行う。 

○ ○   

多くの商業施設で実際に利用可能なフロアマップなど簡略な平面

図を利用した屋内空間DBを構築。屋内測位と3次元空間モデルを

連携させたサービスモデルを検証した。空間参照系DBに関し、構

築ツール、ネットワークツール 外部設計書、詳細設計書等を公開

した。地理情報DBに関し、ＡＰＩプログラム設計書、構築ツール・プ

ログラム設計書等を公開した。流通フォーマット（エンコーディング

ガイドライン）を公開した。 
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③
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本計画

④

宇宙基

本計画

153 １章２ 防災見える化の推

進 

災害リスク情報等の防災上役立つ情報に

ついて関係者が一目で理解できるように

するとともに幅広い応用も可能にするこ

とを目的とした「災害リスクの見える化」

を推進するため、産官学の関係者を集め

た検討会を実施し、災害リスク情報に係

るデータ作成ガイドラインや標準インター

フェース仕様（アプリケーション・プログラ

ムの間でデータの取り出し等について共

通の動作が行われるようにするデータ変

換等の仕様）等の検討、情報の利活用の

促進を図る上で必要なオントロジー（体

系化された情報の区分設定と共通名称

の付与）を構築する。 

また、災害対応物資・機材等のロジスティ

クス情報等を関係者が共有できるように

する「現場見える化」の検討を行う。 

内閣府 地理空間情報産学官連携協議会

の下でワーキンググループを開催

するなどにより、産学官が連携し

て「防災見える化」の推進に向けた

検討を行う。 

○    

試験運用等を通じて災害リスク情報の規格化素案の検証及び改訂

等を行うとともに、データ流通のためのシステムのプロトタイプ構

築等を実施した。 

154 １章２ ｅクリエーション空間

実証実験事業の推

進 

地域やビル構内に偏在する様々な情報

を利用した地域活性化、コンテンツ市場

創造及び、子供からお年寄りにとって安

全安心な街づくりを推進するため、個人

のニーズにきめ細かく応えるサービス基

盤技術に電波、照明技術などを組み合わ

せた実証事業を行うと共に、実現に必要

な国際標準化、インフラ規制緩和等制度

的課題抽出を行う。 

経済産業省 平成20 年度の先導的プロジェクト

の結果をもとに、平成23年度まで

には、実証プロジェクトを全国に展

開する。 

○ ○   

実際の公空間でのモデルサービスの実証事業を実施した。 

・渋谷では、ＡＲ（Augmented Reality：拡張現実）による現実とネット

の融合を推進するＡＲマーカーを活用した実証事業を実施した。 

・長崎、高知では、ＴＶコンテンツと位置情報を連動させた実証事業

を実施した。 

・福岡では、地域の販売促進情報を共有し、複数のメディアを使

い、特定の場所で配信する実証事業を実施した。 

155 １章２ 次世代地球観測セ

ンサ等の研究開発

衛星搭載用ハイパースペクトルセンサの

開発を行う。また、資源探査、農業利用、

森林・環境監視等の利用技術研究開発を

行う。 

経済産業省 平成23年度までに空間分解能

30m、バンド数185を有するハイパ

ースペクトルセンサを開発する。ま

た、ハイパースペクトルセンサか

ら得られるデータを有効に活用す

るため、スペクトルデータベース

の整備、資源、農業、森林・環境監

視等の利用技術開発を行う。 

 ○  ○

センサシステムの基本設計及び評価モデルの製作、評価を完了

し、詳細設計及びプロトフライトモデルの開発を開始した。エネル

ギー・資源、環境、農業、森林分野等におけるハイパースペクトル

データの利用基盤技術研究開発、校正・データ処理等に係る研究

開発等を実施した。 
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④
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156 １章２ 土砂移動を考慮した

治水安全度評価手

法に関する研究 

ＬＰ（レーザープロファイラ）データ等を活

用し、洪水時の侵食や堆積等土砂移動を

正確に予測し、沿川の治水安全度評価を

高度化する手法を検討する。 

国土交通省 平成21年度に検討した地形調査

手法を踏まえ、平成22年度は治水

安全度評価まで一連の検討手法を

一次構築し、課題を抽出する。平

成23年度までに課題を解決すると

ともに実態調査法から安全度評価

までを含めた治水安全度評価手法

を検討する。 

    

空間密度の高い河床高計測結果を用いて最大洗掘深を推定する

手法を提案し、実河川で取得したデータに適用した。また、その推

定精度について既存の評価式と比較することで検証した。 

173 １章２ サービスモデル普

及のための運用ル

ール等に関する調

査 

地理空間情報を活用したサービス実現に

向けた課題の抽出及び、全国的な展開

が可能となる活用のためのルールや技

術等に係る検討を行う。 

国土交通省 平成22年度に調査協力地域と連

携し、検討を行う。 
    

先進的な自治体・地域を対象に調査を行い、サービス普及に向け

た技術面・政策面の普及課題を抽出し、その解決に向けての方策

を検討した。さらに、分野横断的に地理空間情報を活用する上での

共通課題を抽出・整理した。 

174 １章２ 高精度なデジタル

森林空間情報を生

物多様性の保全や

国土保全施策等に

活用するためのデ

ータ解析技術の開

発 

デジタル空中写真撮影や航空レーザ計

測等の次世代の森林計測技術を活用し、

森林植生等の詳細な分析や、山地災害

発生時の影響度の推測を行うための技

術開発を実施し、施策展開に向けた実用

化を図る。 

農林水産省 平成24年度までに、デジタルデー

タを活用した効率的かつ精度の高

い調査・分析手法に係る実用化技

術を開発する。     

技術開発に必要となるデジタル空中写真等を取得するとともに、地

況や林況調査を行った。これらデータを比較することにより、効率

的かつ精度の高い森林測量及びデータ解析技術の開発を行った

結果、今後の開発に際しての基礎的な技術（ステレオ写真を用い

た樹高測定技術等）が得られた。 

175 １章２ GISを用いた圃場配

置と稲栽培情報の

統合化及び指標化

市町村程度の地域スケールを対象とし，

組み換え作物が栽培された場合の交雑

率を推定するために必要な圃場環境空

間データモデルを，GISを用いて構築す

る．さらに，この空間データモデルを用い

て交雑率を推定するための，指標を開発

する． 

農林水産省 平成22年度までに圃場環境空間

データモデルを構築し，交雑率推

定のための指標の有効性を検討

する．     

土地利用，作付け品種，気象条件などの項目を含む圃場環境デー

タベースの構築手法を確立し，日本国内の高緯度から低緯度地帯

まで4地域を対象としてデーターベースを作成した。また，作成し

たデータベースを用い，地域スケールでの平均交雑率を推定する

ための指標を開発した。 

３．知識の普及等 

（セミナー等の開催） 

23 １章３ 地理空間情報の利

活用促進のための

セミナーの開催等

地理空間情報の活用の有効性や技術に

関するセミナーや国の施策、国と地方公

共団体等との連携に関する説明会等を

開催する。またＧＩＳの普及のためのパン

フレットを作成する。 

国土交通省 地理空間情報の活用の有効性や

技術に関するセミナーや国の施

策、国と地方公共団体等との連携

に関する説明会等を全国で毎年実

施する。また、各種団体が実施す

るセミナー、研修等に講師、講演者

等を派遣する。 

    

地理空間情報の活用の有効性や技術に関するセミナー並びに国

の施策、国と地方公共団体等との連携に関する説明会等を全国で

実施（のべ開催26回、講師派遣等29回）した。「基盤地図情報を利

用した地理空間情報整備のための手引」及び「地理空間情報の高

度利活用を目指して」（パンフレット）を作成し、国･地方公共団体の

関係者に配布した。「基盤地図情報の利活用事例集」を作成した。 
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24 １章３ 地域における中核

組織と連携した知識

の普及 

地域において、地理空間情報に関する専

門知識を有する大学や民間企業等から

なる中核組織と連携したセミナー等の開

催や、地域ブロック別などで国とこれらの

ような中核組織が連携を図るための検討

を行う。 

国土交通省 地域ブロック別などで国と地理空

間情報に関する専門知識を有する

大学や民間企業等からなる中核組

織の連携を図り、意見交換会・協議

会等を開催する。 

    

「地域における中核組織育成のためのGIS の知識普及・利活用の

推進」として、全国5箇所でセミナー等を開催した。また、中核組織

育成のための交流会を行った。 

6地方6地域に12の産学官の連携協議会を設置（のべ23回開催）

し、地理空間情報の高度利活用に向けた啓発や基盤地図情報整

備・更新に関する各機関の連携方策について検討を行った。 

 「Ｇ空間ＥＸＰＯ」において各種セミナー等を実施した。 

（インターネットによる情報提供） 

27 １章３ 政府のＧＩＳポータ

ルサイトの充実 

ＧＩＳの整備・普及に係る政府の取り組み

等について幅広く広報するため、政府の

実施するＧＩＳ施策に係る総合的なポータ

ルサイトの運用を継続する。 

推進会議 

（地理情報シス

テムワーキング

グループ） 

ＧＩＳポータルサイトの内容を充実

させる。 
    

ＧＩＳポータルサイトの運用を継続的に実施し、内容の更新を行っ

た。 

28 １章３ 地理情報共用Web

ゲートウェイの構築

府省横断的な地理情報の利活用を図る

ため、各府省のシステムが共通して備え

るインターフェイスの普及を促進するとと

もに、ユーザが各府省の地理空間情報

を使うためのゲートウェイを政府のＧＩＳ

ポータルサイトに構築する。 

推進会議 

（地理情報シス

テムワーキング

グループ） 

平成22年までに政府の主要なウェ

ブＧＩＳサイトに接続する。 

    

地理情報共用Web システムゲートウェイにおいて、9 つの WebＧＩ

Ｓサイトに接続した。 

29 １章３ 官民連携ポータル

サイトに関する検討

民間と連携して官民の情報を総合的に提

供するポータルサイトの構築について検

討する。 

国土交通省 構築運用体制を含め、ポータルサ

イトの公開に向けた検討を行う。 

    

平成22年度はGIS-JAPAN ポータルサイト（仮称）の参加者募集を

行い、公開へ向けて準備を進めた。 

４．人材の育成 

30 １章４ 地理空間情報の活

用を担う人材育成の

推進 

測量士及び測量士補のあり方及び測量

士及び測量士補試験の科目に地理情報

システム及び汎地球測位システム測量

を追加することについて検討する。また、

測量技術者にかかる資格制度について

検討を行う。 

国土交通省 平成21年度から測量士及び測量

士補試験の科目に地理情報システ

ム及び汎地球測位システム測量を

追加している。また、測量行政懇談

会の下に設置されている測量資格

制度部会において、引き続き、測

量技術者にかかる資格制度につ

いて検討を行う。 

    

平成21年度から測量士及び測量士補試験の科目に地理情報シス

テム及び汎地球測位システム測量を追加している。また、測量行

政懇談会で提言された「測量行政懇談会報告書」の最終報告を踏

まえ資格制度の検討を行っている。 
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31 １章４ 大学等と連携した地

理空間情報に関す

る教材の開発・普及

地理空間情報の活用方法について、大

学等と連携したカリキュラムの提供及び

テキストの作成等を行い、大学等や地域

において地理空間情報の活用を担う人

材の育成を推進する。 

国土交通省 完成したテキストの高度化を図り、

普及方策等の検討を行う。 

    

地方公共団体職員向けの教材を作成した。また、全国2カ所で地方

公共団体職員向け研修プログラムの実施・検証を行った。 

158 １章４ 教育分野への地理

空間情報の活用推

進プロジェクト 

初等中等教育において利用できる、地理

空間情報・ＧＩＳを活用した学習プログラ

ム等を作成する。 

国土交通省 平成23年度までに学習プログラム

等を作成する。     

平成22年度は、過年度の検討を踏まえ、教員向け研修プログラム

を改良し、4 地域において試行・検証を行った。 

５．行政における地理空間情報の活用 

（国における活用） 

32 １章５ 

２章３

（１） 

防災情報共有プラッ

トフォームの整備 

防災関係機関が有する防災情報を共通

のシステムに集約し、その情報にいずれ

からもアクセスし、入手することが可能と

なることを目指した共通基盤を整備す

る。 

内閣府 

関係府省 

システムの運用を継続的に実施す

る。 

○    

システムの運用を継続的に実施した。 

33 １章５ 犯罪情報分析にお

けるＧＩＳの活用 

犯罪統計、犯罪手口等の情報を電子地図

上に表示し、他の様々な情報を組み合わ

せるなどして犯罪発生場所、時間帯、被

疑者の特徴等を分析し、よう撃捜査（犯行

予測に基づき捜査員を先行配置して検挙

する捜査）等を支援する情報分析支援シ

ステム（CIS-CATS）を積極的に活用す

る。 

警察庁 情報分析支援システム

（CIS-CATS）を積極的に活用す

る。 

 
    

情報分析支援システム（CIS-CATS）について、連続窃盗など様々

な犯罪捜査に活用した。また、分析の効果的事例を共有し、積極的

な活用を推進した。 

35 １章５ 特殊土壌地帯推進

調査 

地理情報システムを活用し、特殊土壌地

帯対策の実施状況等の情報と数値地図

情報との一元化を図り、実施状況等を整

理したデータベースを更新する。 

農林水産省 平成22年度までに、データベース

を更新する。 
    

平成22年度は、風化花崗岩地帯のGIS化、土壌生産力可能性等級

区分図のGIS化、特殊土壌地帯の市町村変遷表作成及びGIS化を

実施した。 

36 １章５ 国有林地理情報シ

ステムの運用 

国有林における森林情報を一元的に管

理する森林ＧＩＳの運用等を行い、国有林

野の管理経営の効率化を図る。 

農林水産省 引き続き運用する。 

    

森林ＧＩＳが、各種調査など現場業務に活用され、国有林野の管理

経営が効率的に行われた。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

37 １章５ 地質資源情報の電

子化 

鉱物、燃料、地熱等の地質資源に関わる

情報を、ＧＩＳ化したデータベースとして整

備する。石油等の資源開発及びこれに関

連する環境管理等での地球観測衛星デ

ータの利用技術においてＧＩＳを活用す

る。 

経済産業省 出版済みの各種地質資源図を電

子化して整備を図る。 

○ ○  ○

平成22年度は、5 万分の1 地質図幅14枚、20 万分の 1地質図幅

6 枚、火山地質図2枚を数値化した。 

38 １章５ 国立・国定公園総点

検事業 

全国の国立・国定公園について、科学的

データに基づき、指定状況等の総点検を

実施する。 

環境省 平成23年までに、全国の国立・国

定公園の総点検を実施。その後、

成果を活用して引き続き公園計画

の点検を実施する。 

    

国立・国定公園の再配置に向けた基礎データの収集や課題の整理

を行い、新規指定・大規模拡張を行う候補地を平成22 年10月に公

表した。 

159 １章５ 水稲作付面積調査

における衛星画像

活用事業 

水稲作付面積調査の科学的かつ効率的

な実施を可能とするため、衛星画像デー

タとＧＩＳデータ（水土里ネット）を活用した

面積求積手法の開発を行う。 

農林水産省 水稲作付面積調査の科学的かつ

効率的な実施を可能とするための

手法を開発する。 
    

衛星画像データとＧＩＳデータを活用した水稲作付の判別・求積手法

を開発した。 

160 １章５ 大深度地下利用に

関する情報の整備

事業者等が個別に保有している鉄道等

の地下の埋設状況等、地下情報のワン

ストップサービス化を図るため、大深度

地下に関する情報システムの整備を行

う。 

国土交通省 平成22年度までに三大都市圏の

地下情報を整備し、継続的に管理・

運用する。     

三大都市圏の地下情報等の収集・整理、データの整備を継続的に

行い、大深度地下に関する情報システムの整備を行った。 

（地方公共団体における統合型ＧＩＳ導入促進） 

39 １章 

２章２

（２）３

（２） 

統合型ＧＩＳの技術

的支援 

基盤地図情報を用いた地理空間情報の

整備・更新など地理空間情報の電子的整

備・更新に対して、講習会の開催、技術

相談対応、技術に関するセミナーなどの

技術的支援を行う。 

国土交通省 講習会の開催、技術相談対応、技

術に関するセミナーを開催する。 

    

国、地方公共団体における基盤地図情報整備・更新のための連携

についての説明会やセミナー等を開催し、基盤地図情報整備・更

新に関する技術的事項について説明を行った。 

40 １章５ 

２章２

（２） 

３（２） 

統合型ＧＩＳの整備

に要する地方財政

措置 

統合型ＧＩＳの整備に要する経費につい

て地方財政措置を実施する。 

総務省 継続的に実施する。 

    

交付税措置を継続的に実施した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

6．国際協力の推進 

（会議等への参画） 

41 １章6 国際規格策定作業

への貢献 

国際標準化機構（ＩＳＯ）における地理空

間情報に係る規格策定等の国際的なル

ールづくりへ積極的に参加する。 

経済産業省

国土交通省

・位置・空間情報に関するＷｅｂな

どの情報処理における記述方法と

して、「空間」に関する識別子Place 

Identifier（PI）の国際規格化を図る。

（経済産業省） 

・国際規格の規格策定作業として、

国内委員会に参加するとともに、

日本の国益を主張しつつISOの国

際規格化を図る。（国土交通省） 

    

・ＰＩ（Place Identifier）の標準化の推進として、ＩＳＯ／ＴＣ211（地理

情報）ＰＴ19155（ＰＩアーキテクチャ）関連事項に関する国際規格案

（ＤＩＳ）の議論を進めた。 

・国土地理院は、ISO/TC 211国内委員会及び同幹事会に積極的に

参画した。 

42 １章6 海外技術協力の推

進 

国連アジア太平洋地域地図会議、アジア

太平洋ＧＩＳ基盤常置委員会等の国際的

な地理空間情報活用の活動を積極的に

推進していく。 

国土交通省 国連アジア太平洋地域地図会議に

政府代表として参加するとともに、

同会議の決議に基づき常設された

同地域の地理情報データ基盤整備

のあり方、そのための国際協調に

関する技術的・政策的協議をする

ための会議、委員会を推進してい

く。 

    

平成22年度中に国連アジア太平洋地域地図会議は開催されてい

ないが、同会議の事実上の作業委員会であるアジア太平洋GIS 基

盤常置委員会（PCGIAP）に出席し、副会長国として議事進行を行

い、また、関連会議においてPCGIAPを代表してオープニングスピ

ーチを行う等、各所でリーダーシップを発揮するとともに日本の地

理空間情報の活用・推進に関する取組をアピールした。 

（データ整備・提供等） 

43 １章6 国際ＧＮＳＳ事業（ＩＧ

Ｓ）への参加 

国際ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite 

Systems）事業等が実施する国際測地観

測等への参加を行う。 

国土交通省 登録局を安定的に運用するととも

に、平成22年を目標に父島観測局

を移転登録する。 

    

登録局を安定的に運用した。平成22年3月に父島観測局の登録を

完了した。 

44 １章6 地球地図プロジェク

トの推進 

我が国を中心とする各国との国際協働に

より、地球陸域全体の数値地図データセ

ットを整備する「地球地図プロジェクト」の

推進を図る。 

国土交通省 平成24年度までに地球地図第２版

を整備する。  
   ○

地球地図第2版整備のためのメタデータエディタ、及び、品質管理

プログラムを作成するとともに、データ整備を実施した。 

45 １章6 各国の地質図等作

成 

世界各国の地質調査機関から構成され

ている世界地質図委員会(Commission for 

the Geological Map of the World, CGMW)に

おいて、東・東南アジアの陸域・海域の

1/500万地質図を作成する。国際プロジ

ェクト“One Geology”に参画し、1/100万

全球デジタル地質図の作成に協力する。

経済産業省 平成22年までに東・東南アジア地

質図を作成する。OneGeologyプロ

ジェクトに参加してその推進に貢

献する。 ○ ○  ○

平成22年度は、モンゴルの地質図をOneGeology のエレメントとし

て登録した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 
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①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

46 １章6 「センチネル・アジ

ア」プロジェクトの推

進等による衛星デ

ータの提供 

Web-ＧＩＳを用いて地図データ等との重

ね合わせによる付加価値のついた地球

観測衛星画像等をインターネットを通じて

提供し、アジア地域の国々で災害関連情

報を共有する我が国主導の「センチネ

ル・アジア」の推進等を通じ、我が国の陸

域観測技術衛星「だいち」（ALOS）などの

地球観測衛星の観測データを、開発途上

国を中心とした諸外国の関係機関に提供

する。 

文部科学省 従来の活動を継続して実施すると

ともに、海外衛星との連携等の実

施により、「センチネル・アジア」プ

ロジェクトを推進する。 

 ○  ○

24ヶ国・地域62機関および10国際機関の参加・協力の下センチネ

ルアジアプロジェクトを着実に推進中。平成22年3月にセンチネル

アジアと国際災害チャータとの連携が開始され、センチネルアジア

から国際災害チャータにデータ提供を要請することができるように

なった。また、衛星データの解析を行い災害情報の抽出に貢献す

る枠組みがセンチネルアジアに設けられ、13 機関が参加してい

る。 

平成22 年度においては39 件、センチネルアジアの要請により陸

域観測技術衛星「だいち」による緊急観測を行い、GISを用いた地

図情報との重ね合わせによるデータ等を関係機関に提供した。 

176 １章6 気候変動・防災対策

の総合的推進 

地球地図のグローバルスタンダード化を

行うことにより、関係諸国の気候変動対

策の立案能力の向上を図り、気候変動対

策において国際社会における主導的役

割を発揮する。 

国土交通省 気候変動の緩和・適応策に関する

議論や政策決定過程において、地

球地図に各種データを組み合わせ

て解析したモデル事例を作成す

る。また、地球地図をインターネッ

ト上で簡単に利用できるツールの

試験運用を開始する。 

    

地球地図に各種データを組み合わせて解析したモデル事例をとり

まとめた。地球地図をインターネット上で簡単に利用できるウェブ

マッピングシステムの試験運用を開始した。 

第２章 地理情報システム（ＧＩＳ）に関する施策 

１．地理空間情報の整備・提供に関する基準等の策定・普及 

（地理情報の標準化） 

47 ２章１

（１） 

地理情報標準の整

備 

ISOの国際規格に整合して地理情報標準

をJIS化する。また、地理情報標準の普

及のため、最新のISO規格及びJIS規格

に基づいて体系化した地理情報標準プロ

ファイル（JPＧＩＳ）を適時に改訂するとと

もに、その普及を図る。また、地理情報

標準に準拠したデータ整備が円滑に進

むよう技術的な支援を行う。 

国土交通省 ISOにおいて新たに国際規格が確

定した項目について、必要に応じ、

順次速やかにJIS化原案を作成す

る。また、適時にJPＧＩＳを改定す

るとともに、GMLを地理情報標準

に統合する。 

    

ISO で国際規格を策定中の ISO 19155に関連した部分のJIS 化を

検討し、JIS原案作成作業を完了させJIS X 7155（場所識別子（PI)

アーキテクスチャ）として平成23年2月に制定した。 

また、地理情報標準プロファイル（JPGIS）に準拠した製品仕様書を

作成するために規定している「公共測量の作業規程の準則 付録7 

数値地形図データファイル仕様」に基づく地図情報レベル 500の標

準文書を作成、公開した。 

48 ２章１

（１） 

地理情報標準を使

用した基盤地図情

報の整備・提供 

基盤地図情報を整備・提供する際には、

率先して地理情報標準、ＧＭＬを使用し、

これらの普及のための環境整備を図る。

国土交通省 基盤地図情報は地理情報標準、Ｇ

ＭＬを使用して整備・提供する。 
    

国土地理院は、基盤地図情報の全てを地理情報標準プロファイル

JPGIS及びPGIS（GML）フォーマットで提供しており、全国の 25,000

レベルの基盤地図情報を提供及び2,500レベルの提供範囲を拡大

した。 
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番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 
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達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

49 ２章１

（１） 

地理情報標準の普

及 

地理情報標準が地方公共団体や民間に

おいても使用されるよう、セミナーの開催

等の標準の普及活動や技術支援を行う。

国土交通省 地理空間情報の標準化の普及・啓

発活動として、毎年全国でセミナー

を開催するほか、ホームページで

技術支援ツールを必要に応じて提

供する。 

    

G空間EXPO（9月）においてセミナーを開催し、静岡地区（11月）に

おいても地理情報標準の普及・啓発を実施した。 

また、JPGISに準拠した製品仕様書作成支援ツールとして地図情

報レベル500の標準文書等を提供した。 

（地理空間情報全般の整備・更新・提供・流通に関するルール等） 

50 ２章１

（２） 

２（１） 

地理空間情報の位

置的整合性を担保

する方法の検討 

モデル的な実証調査等を行い、基盤地図

情報を基準に整備した地理空間情報の

位置的整合性の検証を実施し、地理空間

情報の位置的整合性を担保する方法を

検討する。 

国土交通省 平成22年度までに検討を行い、技

術的支援を開始する。 

    

地理空間情報の位置的整合性を担保するための手法の検討作業

を行い、国及び地方公共団体等が整備･更新している地理空間情

報を基盤地図情報上で容易に組み合わせて活用するための手法

を示した「地理空間情報を位置整合させて利活用するための手引」

を作成し、技術的支援を行うための情報提供を行った。 

52 ２章１

（２） 

地理空間情報を容

易に組み合わせて

利用する方法の検

討 

既存のＷｅｂサーバに所有されるデータ

を重畳的に表現可能にするツール（ＳＶＧ

など）に関する動向調査等を行う。 

経済産業省 SVGを使った地図表現について

は、平成22年度に目途にJIS制定

を推進する。  
    

SVGにおける地図の表現及びサービス ＪＩＳ原案作成委員会にて

議論を進めた。 

53 ２章１

（２） 

地理識別子体系等

の調査検討 

地名や住所等から地理空間情報上の場

所や地域の特定を可能とする地理識別

子の体系等に関する調査検討を実施す

る。また、共有した地理空間情報を容易

に組み合わせて利用する際のキーの一

つである地名コードについて検討する。

国土交通省 平成22年度も引き続き、地名コー

ドについて検討を実施する。 

    

地理識別子のコード体系についての原案の検討を行い、地名コー

ドの素案を取りまとめた。また、平成23 年1 月18 日から住居表示

地区の住所データについてインターネットによる提供を開始した。 

54 ２章１

（２） 

４（１） 

地理空間情報の活

用における個人情

報の取扱いに関す

る実務上のガイドラ

インの策定 

地理空間情報の活用における個人情報

の取扱いに関する実務上のガイドライン

を策定する。 

推進会議 ガイドラインを策定する。 

○
 

  

平成22 年7月のパブリックコメント等を経て、9月に地理空間情報

活用推進会議において「地理空間情報の活用における個人情報の

取扱いに関するガイドライン」を策定した。 

55 ２章 

１（２） 

４（２） 

地理空間情報を扱う

際のデータの二次

利用に関する実務

上のガイドラインの

策定 

地理空間情報を扱う際の（データの二次

利用に関する）実務上のガイドラインを民

間を含めた体制で検討し策定する。 

推進会議 ガイドラインを策定する。 

○
 

  

平成22 年7月のパブリックコメント等を経て、9月に地理空間情報

活用推進会議において「地理空間情報の二次利用促進に関するガ

イドライン」を策定した。 

56 ２章４

（３） 

国の安全の観点か

ら配慮すべき事項

についての適切な

枠組みの構築 

国は、地理空間情報の活用推進とのバラ

ンスを取りつつ、国の安全の観点から配

慮すべき事項について適切な枠組みの

構築を図る。 

推進会議 適切な枠組みを構築する。  

    

地理空間情報活用推進会議の下に設置されている「国の安全に関

する検討チーム」で、国の安全の観点から配慮が必要な地理空間

情報（地図、航空写真、衛星画像等）について、対象となる情報の

精査や配慮の方法、適切な枠組みの在り方の検討を進めた。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

57 ２章１

（２） 

国土変遷アーカイブ

整備 

国土地理院が保有する旧版地図等をア

ーカイブ化し、提供する。また、過去に作

成され、電子化や提供・流通が図られて

いない地図や統計データ等の歴史的資

料の活用方策についても検討する。 

国土交通省 過去のデータ整備の防災、国土管

理、地域活性化等への利活用につ

いて引き続き検討する。     

平成22年度は、新たに空中写真アーカイブを約41万枚、旧版地形

図アーカイブを約300面作成し、提供を行った。 

152 ２章１

（２） 

日本及び世界の水

資源確保のための

情報の体系的な収

集・提供システムの

整備 

我が国の水資源の確保を図り、世界の水

危機の解決に貢献するために、水資源

に関する体系的な情報収集・提供・解析

システムの検討を行う。 

国土交通省 平成23年度までに、水資源情報の

体系的な情報収集・提供システム

の整備を図る。     

平成22年度は、モデル流域（利根川、荒川、淀川、筑後川）での水

資源に関する情報収集・提供システムの試行版を作成した。 

162 ２章1 都市・地域の基礎的

データ収集・利活用

方策検討調査 

都市計画の評価やそれを踏まえた

PDCAサイクルを支える根拠として、都市

計画基礎調査の位置づけを強化し、より

効果的な都市計画の実現を図るため、都

市計画基礎調査ガイダンス（調査編、分

析編、利活用編）を取りまとめる。 

国土交通省 平成23年度までに、都市計画基礎

調査ガイダンスを作成する。 

    

H22年度も引き続き調査項目についての見直しを実施し、素案を各

都道府県に提示した。 

（基盤地図情報の整備のための基準等の普及） 

58 ２章１

（３） 

公共測量に係る作

業規程の準則の普

及促進 

平成20 年3月に改訂した公共測量に係

る作業規程の準則を普及するため、測量

法第35条に基づき公共測量の年度計画

を把握するとともに実施計画書の提出を

促し、適切な技術的助言の実施及び成果

提出の促進を図る。 

国土交通省 毎年、年度計画の把握等を行う。 

    

測量法第35条に基づき国及び地方公共団体を対象に、平成22年

度、平成23年度に実施を予定する公共測量の年度計画の調査を

行った。調査結果を基に測量の重複を排除等について助言を行

い、測量成果の提出を促進するための指導を行った。 

２．地理空間情報の整備・更新・提供の推進 

（主題図等）  

59 ２章２

（１） 

主題図データの整

備・提供 

防災、環境及び土地利用に関する各種

の主題図データ（地形分類や土地利用な

ど）の整備・提供を行う。 

国土交通省 整備・提供する主題図データを増

加させる。    ○

土地条件調査による首都圏を対象にした都市域の改変地形情報

の更新、及び、土地利用データの各種主題図データ整備を実施し

た。 

60 ２章２

（１）（３） 

国土数値情報の整

備・更新・ダウンロ

ードサービス 

土地利用、地価等の国土数値情報を整備

し、適時に更新するとともに、データをイ

ンターネットで提供する。 

国土交通省 毎年度整備・更新を行った情報を

インターネットでダウンロード可能

とする。 

    

平成22年度は地価公示他17 のデータを作成・更新するとともに、

順次インターネットを通じ公開している。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

61 ２章１

（１）２

（１）（３） 

地質情報の整備 防災（地震動、土砂災害等）や国土の有

効利用に資するために、国土の基礎的な

基本情報としての地質情報整備の推進を

図る。 

経済産業省 平成22年度までに各種地質図幅

類を、５万分の１地質図幅につい

ては国土の74％を、20万分の１地

質図幅においては100％を、海洋

地質図においては日本周辺海域

の 96％をカバーする。シームレス

地質図をウェブ公開し、整備・更新

を継続する。 

○ ○  ○

平成22年度末までに5万分の1地質図図幅について国土の74%、

20万分の1地質図幅において100%のカーバーを達成した。シーム

レス地質図を整備し、Web GIS更新およびWMSでの配信を行っ

た。海洋地質図は96％の原稿作成を完了した。 

62 ２章２

（３） 

地盤情報の提供 国土交通省の持つ地質情報について引

き続き、データの整備を進め、順次公開

を行うとともに関係機関と共有化を図る。

国土交通省 平成22年度についても引き続きデ

ータの整備を進め、順次公開を行

う。  
    

閲覧画面を一新するとともに、柱状図の一括ダウンロードを追加し

た。平成23年3月末現在、約9.4万件のボーリングデータを公開し

ている。 

63 ２章２

（１） 

地すべり地形分布

図の電子化 

日本全国の地すべり地形分布図を作成

し、Web で公開する。また、WMSを用い

て各種地理データとの重ね合わせを実

現させるため、世界測地系への変換を早

急に行うとともに、WFSへの対応を検討

する。 

文部科学省 平成27年までに全国約1,100 面を

作成し、Web上での公開を目指

す。 
 ○   

平成22年度は東北地方の三陸地方と北海道の南西部のデータ整

備を行ない、Web上に公開した。また、Google Earth上で地すべり

地形が見られるようにするため、公開範囲のＫＬＭファイル（Google 

Earth用のファイル）の公開も開始した。 

なお、世界測地系への移行は既に完了済みである。 

64 ２章２

（１）（３） 

火山地質図、活断層

図等の電子化 

火山災害の軽減・防災計画に資すること

を目的として火山地質図の整備を進める

とともに、当該火山に関する各種データ

を集積して解説を加えた火山研究解説集

を作成する。活断層に関しては、活断層

活動確率地図、ストリップマップ、活構造

図等の公開済みデータをデジタル化・統

合する。 

経済産業省 平成22年度までにこれまでの成

果を含め火山地質図累計16図、火

山研究解説集2件を整備する。活

断層データベースについては従来

の活断層情報と他の地質情報の

統合化を進め、ＧＩＳ化したデータ

ベースとして整備する。 

○   ○

平成22年度までに火山地質図累計16図、火山研究解説集1件を

整備した。さらに火山研究解説集1件を作成中。活断層データベー

スは表示と検索にGoogle Mapの APIを採用し、GISに対応した。 

65 ２章２

（３） 

環境ＧＩＳの整備運

用 

環境の状況等に関するデータをデータベ

ース化し、環境ＧＩＳから情報配信すると

ともに、データのダウンロードサービスを

行う。 

環境省 環境の状況等に関するデータを逐

次更新する。 
    

既存コンテンツについて、年に 1回最新のデータを追加更新した。

また、新規コンテンツとして「酸性雨調査」を公開するとともに、「大

気汚染予測システム」の高精度予測地域の追加（東北、中四国地

域）を行った。 

66 ２章２

（１） 

生息環境情報調査 環境との調和に配慮した土地改良事業

の推進と農村環境の保全形成に資する

ため、広域農業地域を対象に生息環境

の評価区分を行い、生息環境に関する地

理情報を整備する。 

農林水産省 平成23年度までに全国の広域農

業地域のデータを整備する。 

    

平成22年度に実施された13の地域全てにおいて、生息環境の評

価区分を行い、生息環境に関する地理情報を整備した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

67 ２章２

（１）（３） 

生物多様性情報の

整備・提供 

生物多様性情報の整備を継続し、閲覧及

びダウンロードによる提供を推進する。

特に２万５千分の１植生図の整備、提供、

ＧＩＳ化の推進を図る。また、学術研究や

自然環境モニタリングに資するため、国

内及び国外におけるサンゴ礁の分布図

を作成し、サンゴ礁分布図の閲覧やダウ

ンロードサービスを行う。 

環境省 ２万５千分の１植生図について、平

成24年３月までに国土の約6割整

備・提供する。また、平成22年度ま

でにサンゴ礁の分布図を作成す

る。  
    

縮尺2万5千分の 1植生図の全国整備率は、平成23年3月現在

で約55％となった。 

平成22年度中に日本及び東南アジア・オセアニア地域のサンゴ礁

分布図をウェブサイト上に公開し、同時にデータのダウンロードを

可能にした。 

68 ２章２

（１） 

国有林における数

値地図情報の更新

国有林における森林の状況の変化等に

伴う地図情報の修正を森林計画樹立時

に併せて実施し、森林吸収量報告に必要

となる森林の位置情報の品質を高めると

ともに、国有林野事業の効率的な実施に

資する。 

農林水産省 概ね５年周期で国有林を占める地

域の数値地図情報の更新が完了

するよう計画的に毎年地図情報を

更新する。 
    

平成22年度は森林計画樹立等の64計画区について、修正基本図

に基づき、ラスターデータ及びベクターデータを平成22 年12月に

更新を完了した。 

69 １章５ 

２章 

２（１）

（２） 

３（２） 

水土里情報利活用

促進事業 

農地や水利施設等に関する情報を収集

し、農業者等へ広く提供可能な地図情報

やオルソ画像を整備することにより、農

村の振興等を目的とした多様な取り組み

の円滑な推進を支援する。 

農林水産省 平成22年度まで全国的な地図情

報を整備する。 

○    

平成22年度で完了。（平成22年度末現在、整備対象農地の約9割

を整備） 

70 ２章２

（３） 

防災情報提供センタ

ーによる防災情報

の提供 

国土交通省内の各部局が保有する防災

に関する情報を集約し、防災情報提供セ

ンターホームページにより提供する。 

国土交通省 引き続き、ホームページによる情

報提供を継続する。     

ホームページの運用を通じて安定した情報集約、情報提供を行っ

た。 

71 ２章２

（３） 

水情報国土データ

管理センターによる

水に関する情報の

提供 

水に関する情報を集約し、水情報国土デ

ータ管理センターホームページにより提

供する。 

国土交通省 引き続き、ホームページによる情

報提供を継続する。 
    

リアルタイムの河川情報の他、水文水質や河川環境等のデータを

HPにより提供した。 

72 ２章 国有財産情報公開

システムの運用 

国有財産に関する一件別の情報、全国

の財務局等で売出中の入札物件等の情

報、統計情報などについて、整備更新を

行い、引き続き、閲覧・提供に供する。 

財務省 毎年度継続的に行う。 

    

「国有財産一件別情報」、「売出中の国有地」等の国有財産に関す

る情報や国有財産の現在額等の統計資料について適時更新を行

うなど、引き続き情報提供を行った。 

73 ２章２

（３） 

取引価格等土地情

報の整備・提供の推

進 

土地市場の透明化・取引の円滑化・活性

化を図るため、取引当事者の協力により

取引価格等の調査を行い、物件が特定

できないよう配慮して土地取引の際に必

要となる取引価格情報等の提供を行な

う。 

国土交通省 継続的に更新・提供を行う。 

    

平成22年度において、継続的に取引価格情報の更新・提供を行っ

た。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
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 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

163 ２章２

（３） 

環境省大気汚染物

質広域監視システ

ム(そらまめ君)の整

備運用 

大気汚染等の環境データを情報配信す

る。 

環境省 環境データを逐次更新する。 

    

全国各地で測定されている環境基準が設定されている項目の他、

一酸化炭素及び非メタン炭化水素濃度等並びに光化学オキシダン

ト注意報等の情報をリアルタイム（1 時間ごと）でホームページによ

り提供した。 

164 ２章２

（３） 

環境省花粉観測シ

ステム(はなこさん)

の整備運用 

花粉等の環境データを情報配信する。 環境省 環境データを逐次更新する。 

    

2 月から 6月まで、リアルタイム（1 時間ごと）で全国各地の花粉数

データをホームページにより提供した。 

（地形図） 

74 ２章２

（３） 

数値地図25000 の

更新、提供 

数値地図25000の更新、提供（刊行、イン

ターネット提供）を引き続き実施する。 

国土交通省 継続的な更新・提供を実施する。 
    

平成22年度も引き続き数値地図25000 について更新、提供を行っ

た。 

（地名情報）  

75 ２章２

（１）（３） 

街区レベル位置参

照情報等の整備・更

新・提供 

街区レベル位置参照情報を年１回以上更

新する。さらに、大字・町丁目の位置参照

情報を整備し、更新する。 

国土交通省 毎年度更新する。 

    

街区レベル位置参照情報及び大字・町丁目レベル位置参照情報の

更新・作成を行い、公表した。 

（海域の地理空間情報） 

76 ２章２

（１） 

海域の地理空間情

報の整備 

我が国の沿岸詳細基盤情報の整備を行

う。 

国土交通省 状況を把握してから6ヶ月以内に

整備する。 
 ○ ○  

海洋調査等を行い、海洋に関する基盤情報を整備した。 

（統計情報）  

77 ２章２

（１）（３） 

統計ＧＩＳの拡充 政府統計共同利用システムにおいて政

府統計に関連する情報全体の窓口とな

る「政府統計の総合窓口」（e-Stat）上に

統計地理情報システム（「地図で見る統

計」（統計ＧＩＳ））を整備し、各府省が保有

する地域統計データの同システムへの

掲載及び境域情報の整備を行い、各府

省が作成した統計情報を提供する。 

総務省 

関係府省 

継続的に実施する。 

    

システムの運用を継続的に実施し、新たに国勢調査、事業所・企業

統計調査の 500 メートルメッシュや人口動態統計、漁業センサスの

統計情報を提供した。 

78 ２章２

（１） 

統計の二次的利用

の推進 

平成21 年4月1日に全部施行された統

計法、法に基づき策定された統計の二次

利用に関する各種ガイドライン及び政府

として統計の整備方針を定めた、公的統

計の整備に関する基本的な計画（「基本

計画」）に基づき、統計の二次利用の推

進を図る。 

総務省 継続的に実施する。 

    

関連ガイドラインの改定を行った。また、二次的利用が可能な統計

調査については、平成21年度の10（オーダーメード集計6、匿名デ

ータ4）から、22 年度は24（オーダーメード集計20、匿名データ4）

に倍増した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（空中写真）  

80 ２章２

（１） 

国有林における空

中写真撮影 

国有林における森林計画樹立にあたっ

ての基礎資料として活用するために、主

として国有林が占める地域を、計画的に

空中写真撮影を行う。 

農林水産省 概ね５年周期で国有林を占める地

域の撮影を完了するよう計画的に

毎年撮影を実施する。 
    

平成22年度分（10地区、13,244km2）について、平成23年3月に撮

影を完了した。 

81 ２章２

（１） 

国土の周期的な撮

影 

平地を主とする地域及び離島の周期的

な撮影を行う。 

国土交通省 概ね10年周期で撮影を行う。 
  ○  

平地を主とする地域及び離島の約20,000km2の空中写真撮影を行

った。 

83 ２章２

（３） 

航空写真画像情報

所在検索・案内シス

テムの充実 

国、地方公共団体等の保有する空中写

真を、地図上でワンストップで検索できる

「航空写真画像情報所在検索・案内シス

テム」の接続機関を増やす等の取組を充

実させる。 

国土交通省 接続機関を毎年増加させる。 

    

平成22年度に新たに9 団体を追加して合計94団体とし、航空写

真画像情報所在検索・案内システムの充実を図った。 

（衛星画像）  

84 ２章２

（１） 

衛星画像の整備・提

供（ASTER） 

資源探査用将来型センサ（ASTER）によ

る衛星画像の整備を行い、これをユーザ

ーに提供する。 

経済産業省 平成22年度まで地球観測衛星デ

ータの継続的な提供を行う。  ○  ○

平成22年度においては、一般ユーザ向けにASTERデータ 12,373

シーンのデータ提供を行った。 

85 ２章２

（１） 

衛星画像の整備・提

供（だいち） 

平成18年１月に打ち上げられた陸域観

測技術衛星「だいち」搭載センサ

PALSARによる衛星画像の整備を行い、

これをユーザーに提供する。 

経済産業省 平成22年度まで地球観測衛星デ

ータの継続的な提供を行う。 
 ○  ○

平成22年度においては、一般ユーザ向けに PALSARデータ 

1,544 シーンのデータ提供を行った。 

86 ２章２

（１）（２） 

陸域観測技術衛星

「だいち」（ALOS）の

運用 

基盤地図情報の継続的な整備・提供に資

するため、関係府省や機関と連携しなが

ら、陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）

による地図作成、全国５万分の１の衛星

画像の作成等の利用実証実験を実施す

る。 

文部科学省 衛星の運用及び利用実証実験を継

続することにより、基盤地図情報

の整備・提供等に貢献する。 
 ○  ○

国土地理院と連携して、「だいち」を用いた地図作成・地図修正を実

施し、国土地理院の実務に利用できるまでに定着した。また、この

成果は、JICA の案件として、アフリカ諸国の地図作成の支援にも

発展している。 

（基盤地図情報）【基盤地図情報の整備・更新・提供】 

87 ２章２

（１）（２） 

電子国土基本図の

整備・更新 

基盤地図情報と整合の取れた地図情報、

デジタル空中写真を利用したオルソ画像

（地図と重ね合わせ可能な写真）、居住地

名や自然地名など位置を検索するため

のキーとなる地名情報を整備・更新す

る。 

国土交通省 国土の変化を捉え適時に地図情報

の更新を行う。平成23年度まで

に、市街化区域・市街化調整区域

内のオルソ画像を整備する。国土

を構成する島等の地名情報を整備

する。 

    

電子国土基本図のデータを継続的に更新するとともに、電子国土

Webに公開した。 

市街化区域・市街化調整区域内の約8,000km2 についてオルソ画

像を整備した。 

居住地名、島等の地名情報の整備を進めた。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

88 ２章２

（２） 

道路関係図面の電

子化 

道路工事完成図等作成要領に基づく電子

化を進めるなど、道路関係図面の電子化

を進める。 

国土交通省 データの整備・蓄積を進める。  

    

道路工事完成図等作成要領に基づき、道路関係図書の電子化を進

めた。 

89 ２章２

（２） 

地方公共団体への

技術的支援 

地方公共団体においても、都市計画基図

など、通常、行政の各分野で整備・更新し

ている基盤地図情報に係る項目を含む

地図が基準に基づき電子的に整備・更新

され、できる限り新鮮で高精度なものとし

て維持されるよう、技術的支援を行う。 

国土交通省 引き続き、公共測量作業計画に対

し技術的な助言を行い、測量成果

が基準どおり作成されているか審

査を行い結果を通知する。 
○    

平成22年度は、測量計画機関から提出された公共測量実施計画

3,006件に対し技術的な助言を行うとともに、業務完了に伴い提出さ

れた測量成果が基準どおりに作成されているか審査3,081 件を行

い結果を通知した。 

90 ２章２

（２） 

基盤地図情報の整

備・更新 

基盤地図情報が様々な主体が整備する

地理空間情報の基準として活用されるよ

う、国、地方公共団体等が整備・更新した

大縮尺地図データや既存の数値地図

2500及び数値地図25000をオルソ画像を

利用するなどして集約・シームレス化し、

より利便性の高い基盤地図情報の効率

的な整備を進め、平成23年度までに概

成する。 

国土交通省 平成23年度までに全国の基盤地

図情報を概成する。 

○    

平成22年度までに、国、地方公共団体等が整備・更新した大縮尺

地図データ等を集約・シームレス化し、約76,000km2について縮尺

レベル2500 の基盤地図情報整備を実施した。なお、縮尺レベル

25000の基盤地図情報については、平成19年度に整備を完了して

いる。 

91 ２章２

（３） 

基盤地図情報の提

供 

国及び地方公共団体が保有する基盤地

図情報を集約し、シームレスに接合した

縮尺レベル2500、25000相当の基盤地図

情報を平成20 年度からインターネットに

より無償提供する。さらに、国以外でもこ

うした取組が普及するよう、地方公共団

体等への働きかけや、相談体制の充実

を図る。 

国土交通省 平成20年度より、基盤地図情報の

インターネットによる無償提供を開

始した。平成22年度以降も引き続

き、初期整備・更新作業の完了した

データを順次、提供する。 
    

平成22年度までに縮尺レベル2500を約5.1万km2、縮尺レベル

25000を全国提供した。 

92 ２章２

（３） 

ワンストップサービ

スのシステム構築

国及び地方公共団体が公共測量におい

て整備する各種の基盤地図情報を円滑

に流通させるため、その所在を検索する

ことができるクリアリングハウスの充実

等を図るとともに、ワンストップで提供す

るサービスを関係機関と連携して実施す

る。 

国土交通省 測量成果をワンストップで提供す

るサービスを平成22年度までに開

始する。 

    

基本測量及び公共測量の測量成果の複製・使用承認申請を受理す

る、測量成果利用申請のワンストップサービスの運用を平成21年

4 月に開始した。 

165 ２章２

（２） 

基盤地図情報の法

定図書への活用方

策の確立 

基盤地図情報を用いた法定図書作成に

関する作業マニュアル等についての検

討を行う。 

国土交通省 基盤地図情報を用いた法定図書作

成マニュアルを平成22年度までに

作成する。 

    

「基盤地図情報を使用した数値地形図データ更新ガイドライン(案）」

を作成し、国土地理院ホームページで公開した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（基盤地図情報）【地籍調査、登記所備付地図等の電子化の推進】 

94 ２章２

（２） 

地籍調査の推進 土地の有効利用の基盤となる地籍調査

の推進を図る。 

国土交通省 全国的に地籍情報の整備を進め

る。 
    

※東日本大震災の影響で平成22年度の実績は集計中 

95 ２章２

（２） 

登記所備付地図及

び公図の電子化 

登記所備付地図及び公図の電子化を行

う。 

法務省 平成22年までに電子化を完了す

る。 
    

平成22年度に完了 

96 ２章２

（２） 

地籍整備 不動産登記法に基づく筆界特定制度（筆

界特定登記官が、関係資料や外部専門

家の意見に基づき、登記された土地の境

界（筆界）を適正かつ迅速に特定する手

続き。平成17年度に導入。）や、裁判外

紛争解決手続の促進に関する法律に基

づく裁判外紛争解決制度（ＡＤＲ）も活用し

て、地籍の明確化を推進していく。 

法務省 地籍の明確化を継続して実施す

る。 

    

平成22年度においては、2,472件（速報値）の筆界特定が行われて

おり、地籍の明確化が推進された。 

177 ２章２

（２） 

都市部官民境界基

本調査 

通常の地籍調査に先駆けて、国が地籍

調査の前提となる官民の境界情報の整

備に必要な基礎的な情報を調査する。 

国土交通省 地籍調査の実施が困難な都市中

心部等において、地籍調査の推進

を図る。 

    

※東日本大震災の影響で平成22年度の実績は集計中 

178 ２章２

（２） 

地籍整備推進調査

（都市再生街づくり

支援調査） 

地籍調査以外の測量成果を地籍整備に

活用する仕組みである国土調査法第１9

条第５項指定制度の申請を促進するた

め、都市部において民間開発や各種公

共事業等を行う場合に、それに伴い実施

される境界情報の整備に必要な調査・測

量費用の一部を、国が補助する。 

国土交通省 都市部において遅れている地籍整

備の進捗を図る。 

    

都市部における地籍情報の整備のため、約10団体において地籍

整備推進調査を実施した。 

179 ２章２

（２） 

山村境界基本調査 山村地域において、境界に関する情報を

簡易な手法で早急に保全するため、土地

の境界に詳しい者の踏査により境界情報

を保全する。 

国土交通省 土地所有者等の高齢化や村離れ

が進み、土地所有者等による土地

境界の確認が困難な状況となって

きている山村地域において実施す

る。 

    

平成22年度は 22市町村23地区で調査を実施した。 

180 ２章２

（１） 

土地分類基本調査

（土地履歴調査） 

土地の改変が進み不明確となっている

土地本来の自然地形や改変履歴に関す

る情報を整備した上で、災害履歴等とと

もにわかりやすく提供する。 

国土交通省 緊急に情報を整備する必要性が高

い人口集中地区及びその周辺部

において調査を実施する。  

    

平成22年度は東京都・神奈川県の75市区町村で調査を実施した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（基盤地図情報）【民間測量成果の活用方策の検討】 

97 ２章２

（２） 

民間測量成果の活

用 

基盤地図情報の整備・更新における民間

測量成果の活用について検討する。ま

た、公共測量における民間測量成果の活

用について検討し、運用を開始する。 

国土交通省 基盤地図情報の整備・更新におけ

る民間測量成果の活用について検

討する。また、引き続き公共測量

における民間測量成果の利活用に

ついて運用する。 

    

民間測量の成果を活用しつつ、基盤地図情報の整備・更新を円滑

に進めるため、公共測量成果が整備されていない地域において

は、民間測量成果の精度を確認し、基盤地図情報整備を進めた。 

（基盤地図情報）【基準点情報の維持管理等】 

98 ２章２

（２） 

セミ・ダイナミック補

正の推進 

基準点測量を計画的に実施するととも

に、セミ・ダイナミック補正（基準点測量の

結果から地殻変動の影響を取り除く方

法）を推進する。 

国土交通省 セミ・ダイナミック補正に必要となる

地殻変動補正パラメータを作成し

毎年公開する。 
    

平成22年度末までに平成23年度版補正パラメータを構築し、平成

23年4月に公開する予定であったが、東日本大震災に伴い測量成

果の改定が必要となったため、電子基準点の改定成果計算後に補

正パラメータを公開することとしている。 

99 ２章２

（２） 

基準点に関する情

報の整備・提供 

基準点に関する情報を整備・管理し、イン

ターネットによる提供のため「基準点ＧＩ

Ｓ」を構築する。 

国土交通省 平成22年度内の運用を目指し、平

成22年度末までにデータの信頼

性確保のため、データベースの点

検作業を実施する。また、閲覧サ

ービスの利便性向上のため、シス

テムの高度化を図る。 

    

平成22 年1月から運用を開始した。なお、一部のデータで点検が

未了のため登録ができていない。 

100 ２章２

（２） 

インテリジェント基

準点の整備の推進

基準点にＩＣタグを付加したインテリジェン

ト基準点の整備・導入を順次図り、その普

及啓発活動や関係機関に対する技術的

支援を行い、基準点の維持管理及び活

用の高度化に努める。 

国土交通省 平成24年度末までに高度地域基

準点2,400点のインテリジェント化

を図るとともに、公共基準点への

導入を推進する。 

    

高度地域基準点測量等に合わせて実施しているところであり、平

成22年度末までに約19,000点の標石基準点のインテリジェント基

準点化を行った。 

101 ２章２

（２） 

離島の位置情報基

盤整備 

海洋を含む国土の総合的な管理の観点

から、遠隔の離島における基準点の設

置、維持、管理を実施していく。 

国土交通省 平成20年度から平成21年度まで

に当初目標の３島について基準点

を整備した。平成22年度から平成

24 年度末までに基準点が未設置

の離島のうち２島について基準点

を整備する。 

  ○  

平成22年度は、伊豆鳥島へ一等三角点及び三等三角点をそれぞ

れ 1 点設置した。 

102 ２章２

（２） 

公共測量成果の世

界測地系への移行

促進 

世界測地系への移行のため、変換ソフト

をインターネットで公表し、測量業務担当

者を対象とした担当者会議等において指

導、啓発を行う。 

国土交通省 引き続き、世界測地系への移行の

ため、変換ソフトをインターネットで

公表する。  
    

基準点測量成果の世界測地系への移行のため、変換ソフトをイン

ターネットで公表し、公共測量の普及啓発活動の一環として開催し

ている担当者会議等において、指導、啓発を行った。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（基盤地図情報）【整備・更新に関する情報提供】 

103 ２章２

（３） 

基本測量及び公共

測量の実施情報の

提供 

基本測量及び公共測量の実施地域や期

間についてインターネットにより情報提

供を行う。また、測量計画機関の連携に

よる効率的な測量の実施を図るため、リ

アルタイムでの情報提供を検討する。 

国土交通省 引き続き、インターネット等により

情報提供を行う。 

    

基本測量及び公共測量の実施地域や期間について、インターネッ

ト等により適宜情報提供を行った。 

（ウェブマッピングシステムによるデータ提供） 

104 ２章１

（２）２

（３）３

（１） 

電子国土Web シス

テムの機能拡充と

普及 

国民が WebＧＩＳを利用して容易に情報の

公開や共有をすることができる電子国土

Web システムについて、サービスを引き

続き提供するとともに、機能の拡充と普

及を図る。 

国土交通省 引き続き電子国土Ｗｅｂシステムの

サービスを提供するとともに機能

の拡充と普及を図っていく。 
    

電子国土Webシステムの表示速度の高速化を行い、オルソ画像等

の提供を開始した。また、システムの安定的運用のため、背景地

図提供サーバのホスティングを実施している。更に、全国4箇所で

の電子国土普及セミナー開催及び地方公共団体23団体への導入

支援業務等により、電子国土Webシステムの普及を図った。 

105 ２章１

（２） 

２（３） 

３（１） 

国土交通地理空間

情報プラットフォー

ムの構築 

国土交通省が持つ様々な情報を電子地

図上に整理した地理空間情報プラットフ

ォームを整備・更新して、省内外で広く共

有するための仕組みを構築する。 

国土交通省 平成21年度までに先駆的導入を

行たことを受け、平成22年度の普

及を目指す。 
    

重ね合わせ情報の拡充を行うとともに、登録情報のダウンロード

機能の追加、背景地図のリニューアルを実施。平成23年4 月末現

在で、62種類約38 万件の重ね合わせ情報を公開。 

106 ２章２

（３）３

（１） 

国土情報ウェブマッ

ピングシステムの

拡充 

国土数値情報を閲覧するための国土情

報ウェブマッピングシステムの提供デー

タを拡充する。 

国土交通省 引き続き運用し、毎年データを拡

充する。     

平成22年度は公示地価データ等を登録し、拡充した。 

107 ２章２

（３） 

地理情報標準に準

拠した府省横断的

地理情報カタログ・

配信システム(GEO 

Grid SDK)の構築 

各機関に分散して管理されている地理空

間情報に係わるデータセットを、効果的

かつ効率よく検索するために、その検索

方法を地理空間情報検索方法の国際標

準であるCS-W対応に置き換え、データ

管理者のポリシーを考慮した上でデータ

をインターネットにて提供・流通させるた

めに、OGC(Open Geospatial Consortium)

およびOGF(Open Grid Forum)に準拠した

ソフトウエア（ツールキット）を開発し、標

準的なWMSやWPSによるデータの利活

用を図る。 

経済産業省 地理空間情報検索方法の国際標

準であるCS-Wを用いた実験を

ASTERデータに対して行う（３年：

H20-22）。また、地理情報データが

整備（メタ情報同時作成）されてか

ら２年以内にメタ情報カタログの整

備をする。 
○ ○  ○

ASTERメタデータカタログを国際標準  (EO Profile に対応させ）、

国際標準プロトコル（ CSW）で検索するシステムを構築した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（地方公共団体への支援等）  

108 ２章２

（３） 

ＧＩＳを活用した交通

規制情報の提供 

都道府県警察において管理する交通規

制情報をＧＩＳで扱うため、全国統一のフ

ォーマットによりデータベース化し、適時

適切な管理を行う。このデータベース上

の情報を提供することにより、カーナビ

ゲーション装置等を通じた情報提供の高

度化を可能とし、安全運転支援や適切な

経路誘導等を通じて交通の安全と円滑を

図る。 

警察庁 交通規制情報管理システムの的確

な管理及び運用を行う。 

    

 各都道府県警察に対し、交通規制情報の正確な入力を指導する

など、交通規制情報管理システムの的確な管理及び運用に努め

た。 

109 ２章２

（３） 

地理空間情報の提

供・流通に関するル

ールの普及啓発 

基盤地図情報に関する省令・告示、地理

空間情報の提供・流通に関するルール等

について、全地方公共団体や関係機関

等へ周知する。また、パンフレット等の作

成・配布やセミナー開催等により普及活

動を実施する。 

国土交通省 基盤地図情報に関する省令・告示

について、全地方公共団体や関係

機関等へ必要に応じて引き続き周

知する。また、地理空間情報の提

供・流通に関するパンフレット等の

作成・配布やセミナー開催等により

普及活動を実施する。 

    

地理空間情報の提供・流通に関するルールの普及啓発の一環とし

て、「基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引」及

び「地理空間情報の高度利活用を目指して」（パンフレット）を作成

し、国･地方公共団体の関係者に配布し、その啓発と普及を図っ

た。 

110 ２章１

（２） 

２（１） 

ヘルプデスクによる

技術的支援 

地理空間情報の電子的整備・更新に関す

る技術的支援方策の検討を実施し、一元

化した基盤地図情報問合せ窓口を含む

ヘルプデスクにより技術的支援を行う。

国土交通省 問合せ窓口を含むヘルプデスクに

より技術的支援を行う。 
    

問い合わせに対する回答は原則として1開庁日以内に返した。平

成22 年度対応件数は約260件。 

167 ２章２ 防災関連情報基盤

の構築によるハザ

ードマップ普及促進

地震ハザードマップの作成率向上に向け

た、地震被害想定のデータ仕様の統一化

および地震被害想定ポータルサイトの構

築を実施することにより、地方公共団体

によるハザードマップの作成および住民

周知を促進する。 

内閣府 地震被害想定のデータ仕様の素案

を基に、統一的なフォーマットでハ

ザードマップを作成できるようにす

るための環境整備を実施すること

により、より分かりやすいハザード

マップの普及を促進し、国民に「備

え」の行動を促進させる。 

    

規格化の対象範囲を拡大し、ライフライン被害や人的被害等の被

害想定データの分析を行った。また、地方公共団体のマップ作成

状況の調査分析を行った。 

３．地理情報システムの活用の促進 

（国における活用） 

111 ２章３

（１）（２） 

災害リスク情報プラ

ットフォーム 

国・地域・個々人の防災力向上を図るた

め、各機関に散在した各種災害情報を集

約し、ＧＩＳを活用したハザード・リスクマ

ップなど災害リスク情報の作成・統合・提

供を行うシステムを構築する。 

文部科学省 平成24年度までにシステムを構築

し、一般への情報提供を開始す

る。  ○   

地震災害を対象として、全国的な地震ハザード・リスク評価結果を

公開するためのシステムとして地震ハザードステーションJ-SHIS

を開発した。また、災害リスク情報の利活用を進めるため、e-コミュ

ニティプラットフォームを開発し、地域や個人を対象とした利活用シ

ステムを開発した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

113 ２章３

（１） 

文化遺産オンライン

構想の推進 

災害等に対応した文化財保全のための

位置情報システムの確立等を図る。 

文部科学省 平成24年度までにシステムを構築

する。 
    

試行版の防災システムの開発を行った。 

114 ２章３

（１） 

生物多様性情報シ

ステム等の整備・活

用推進 

生物多様性情報システム（J-IBIS）等を引

き続き整備し、WebＧＩＳによる生物多様

性情報の利活用の推進を図る。また国内

及び国外におけるサンゴ礁の分布図をＧ

ＩＳにより作成し、保全のための基礎デー

タを整備するとともに、これらの閲覧やダ

ウンロードサービスを行うことで、学術研

究や自然環境モニタリングに資する。 

環境省 WebＧＩＳを活用したデータの提供

及び多様な解析を可能とする機能

の充実を進める。・平成22年度ま

でに分布図を作成し、閲覧等のサ

ービスを開始する。 
    

植生調査の成果についてWebGISを活用したデータの提供を行う

等、多様な解析を可能とする機能の充実を進めた。 

平成22年度中に日本及び東南アジア・オセアニア地域のサンゴ礁

分布図をウェブサイト上に公開し、同時にデータのダウンロードを

可能にした。 

116 １章５ 

２章３

（１） 

国土計画等への地

理空間情報の活用

国土政策の企画・立案等のために整備さ

れている省内向けシステム「新国土数値

情報利用・管理システム（NewISLAND）」

を運用する。 

国土交通省 データベースを充実させ、引き続

き運用する。 
    

商業統計、住宅・土地統計調査等の統計データを追加収録し、デー

タベースを拡充し、システムの運用を継続的に実施した。 

117 ２章３

（１） 

産業振興に資する

地理情報共用Web

ゲートウェイの構築

様々な情報提供サービスに必要なウェブ

マッピングシステムの提供、改良を進

め、国際標準化に貢献し、産業技術力強

化を図る。具体的には、オープンソース

による WebＧＩＳ基幹部として

WMS/WFS/CS-Wの独自ミドルウエアを

開発。特に画像データベースへの高速ア

クセス、並列・マルチスレッド・マルチスト

リーム処理による高性能化を図る。ま

た、データのセキュリティ（アクセス認可）

について、データ発信者が策定したポリ

シに忠実に従う機能を付与する。 

経済産業省 オープンソースソフトウェア

(FOSS4G)などの高性能化、セキュ

リティ対応を図る（３年：H21-23）。

Webベースでのデータ解析等のサ

ービス（WPS）を整備することで、イ

ンターネットを通じてのソフトウエ

ア機能の提供（SaaS的な利用）を

普及させる（３年：H21-23）。多種多

様なデータ統合を普及させるため

に国際標準OGC(Open Geospatial 

Consortium)に準拠したOGC Web 

ServicePhase 6 (OWS-6) およびそ

の後継プロジェクトと協力して進め

る。 

○ ○  ○

オープンソースソフトウェアを用いて、高速なWebＧＩＳ基幹部の実

装を行った。また、データのセキュリティ（アクセス認可）について、

データ発信者が策定したポリシに忠実に従う機能を付与した。 

168 ２章３

（１） 

総合交通分析シス

テムの機能更新・拡

充 

総合交通分析システムにおいては、地理

情報システムを活用することにより、経

路探索結果を分析・図化することが可能

となっている。システムを提供するにあ

たり、道路ネットワーク等の地理空間情

報を定期的に更新、拡充している。  

国土交通省 継続的に機能更新・拡充を行う。 

    

平成22年度は道路ネットワーク、統計情報の更新等を行った。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（地方公共団体等における活用促進） 

120 ２章３

（２） 

森林ＧＩＳの整備 都道府県における森林関連情報を一元

的に管理する森林ＧＩＳの整備を支援す

る。 

農林水産省 平成23年度までに47 都道府県に

森林ＧＩＳを整備する。     

平成22年に全都道府県で森林GISを導入した。 

169 ２章３

（２） 

衛星画像を活用した

損害評価方法の確

立 

水稲共済について、衛星画像及びGISデ

ータを活用した損害評価方法の確立を図

る。 

農林水産省 衛星画像を活用した損害評価方法

について、平成26年度からの全国

的な本格導入を図る。 
   ○

水稲共済について、衛星画像及び GISデータを活用した損害評価

方法の確立を図るため、一部の道府県において、衛星画像の波長

データから水稲作付耕地の収量を推計するための式（収量推計

式）を策定するとともに、収量推計式の精度の向上を図った。また、

策定した収量推計式を用いて水稲作付耕地の収量を推計する処理

を行うシステムにつき改修を行った。 

第３章 衛星測位に関する施策 

１．信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保するための衛星測位に係る連絡調整等 

（システム運営主体との連絡調整） 

121 １章6 

３章１

（１） 

日米ＧＰＳ会合 1998年の日米首脳声明に従い定期的に

開催されるＧＰＳの利用に関する重要事

項を検討・討議するための会合を開催す

る。 

外務省 

関係府省 

引き続き会合を開催し、必要な調

整を行っていく。 

    

平成23年1月、日米ＧＰＳ全体会合を東京で開催。両国の有する衛

星測位システムの民生利用に関する重要事項等を検討・討議し、

「両政府は、平和目的のための宇宙ベースＰＮＴサービスの開か

れた利用を、利用者へ直接課金することなく提供することの重要性

を再確認する」旨の共同発表案を採択した。 

122 １章6３

章１（１） 

国際衛星航法シス

テム（ＧＮＳＳ）に関

する国際委員会（ＩＣ

Ｇ）及びＧＮＳＳシス

テムプロバイダーフ

ォーラムへの参画

国連宇宙空間平和利用委員会（ＣＯＰＵＯ

Ｓ）において設立された衛星航法システ

ムに関する国際委員会は、関心国・組織

により、衛星測位に関する情報交換等を

ボランタリーベースの活動として実施し

ているが、当該会合に参画し、関係各国

の衛星測位システムの開発・利用状況に

ついて情報収集を行うとともに、衛星測

位システムの運用機関（プロバイダー）と

の連携を深める。  

関係府省 我が国としても引き続き参画し、国

際動向等について情報収集を行う

とともに、各国との連携を深める。 

    

平成22年10月18 日～22日にかけてイタリア・トリノで開催された

第5 回衛星航法システムに関する国際委員会（ICG）及び第6回プ

ロバイダーフォーラムに我が国も出席し、関係各国との情報交換を

行うとともに、第6回ICG会合日本開催が正式に承認された。ま

た、第6回ICG 会合の準備会合（第1回）が平成23年2月14日に

ウィーンで開催され、我が国がホスト国として議長を務めた。 
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番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 
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達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（衛星測位の利用環境の向上に資する情報提供等） 

123 ３章１

（２） 

衛星測位の利用環

境の向上に資する

情報提供 

関係府省の担当者から構成される地理

空間情報活用推進会議衛星測位ワーキ

ンググループにおいて、国内の利用者

のニーズを踏まえて、米国ＧＰＳの運用

等に関する情報を、必要な利用者に的確

に伝わるようなシステムの在り方につい

て検討し、その結論に基づき必要な措置

を講ずる。 

推進会議 

（衛星測位ワー

キンググルー

プ） 

推進会議（衛星測位ワーキンググ

ループ）において検討を進める。 

    

ＧＰＳの運用等に関する情報を日米の関係者間で共有するため、

平成23 年1月の第8 回日米ＧＰＳ協議を東京で行い、日本側と米

側においてGPS及びその補強システムの民生利用に関する協力

について検討及び議論を行った。また、平成22年10月の第5回衛

星航法システムに関する国際委員会（ＩＣＧ）に関係府省及び機関

等が出席した。また、平成22年7月の地理空間情報産学官連携協

議会及び平成22年9 月の地理空間情報活用推進会議の場におい

て、第6回ＩＣＧの日本での開催について情報提供を行った。 

２．衛星測位に係る研究開発の推進等 

（基礎的・基盤的な研究開発等の推進） 

125 ３章２

（２） 

ＧＰＳを利用した航

空機の高精度航法

システムに関する

研究 

ＧＰＳ受信端末と機上慣性航法装置とを

複合した航空機用の超小型航法装置（位

置センサ）及び高精度・高信頼航法シス

テムの研究開発を推進する。 

文部科学省 平成24年までに、精密進入を可能

とするレベルの技術実証を行う。 
    

精密進入の利用性向上のため、慣性航法装置複合による GPS 信

号追尾性能向上技術および連続性向上技術を開発し、その有効性

を検証した。 

170 ３章２ 小型化等による先

進的宇宙システム

の研究開発 

大型衛星に劣らない機能、低コスト、短期

の開発期間を実現する高性能小型衛星

等の研究開発等を行う。これにより、観

測の高頻度化、高速処理化等を図る。 

経済産業省 平成23年度までに、光学分解能：

0.5m 未満（軌道高度：500km）、デ

ータ伝送速度：800Mbps、質量：約

400kg、開発・製造コスト：従来の約

15分の1、開発期間：従来の約3分

の 1を達成する。  ○   

平成22年度においては、オープンアーキテクチャに係る基準の維

持改訂・普及、実証機器試験・システムへの組込、衛星バスフライ

トモデルの製造・試験、ミッション機器の製造・試験、搭載ソフトウェ

アの製造・試験、光学部とミッション機器の組立・試験等を行った。 

（準天頂衛星システム計画の推進） 

126 １章１

（３） 

３章２

（３） 

初号機の準天頂衛

星による技術実証・

利用実証等 

準天頂軌道の衛星システム計画に関し、

所要の研究開発を実施するとともに、１

機の準天頂衛星を打ち上げ、総務省、文

部科学省、経済産業省、国土交通省によ

る技術実証、民間、府省等による利用実

証を行う。 

総務省 

文部科学省

経済産業省

国土交通省

関係府省 

準天頂衛星初号機の打上げ、初期

機能確認運用の後、平成22年度

から技術実証等を１年間程度行う。 
 ○  ○

準天頂衛星初号機を平成22年9月11日に打上げた後、初期機能

確認を実施し、衛星システムの所定の機能及び性能を満たしてい

ることを確認した。平成22年12月中旬から技術実証・利用実証が

開始され、当初の予定通り実証実験を行った。 
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番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
（具体的な） 

 目標と達成期間 

各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 

(未達成部分がある場合はその内容と理由) 
①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

127 ３章２

（３） 

準天頂衛星システ

ムユーザーインタ

ーフェース仕様書の

公開等 

準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）に対応す

るユーザ受信端末（カーナビ、携帯電話

等）やユーザアプリケーションの開発に

必要なＱＺＳＳと利用者間のインタフェー

ス、要求されるサービス性能の仕様など

をユーザに対して提供する「準天頂衛星

システムユーザーインターフェース仕様

書」を作成、公開する。 

文部科学省 平成20年に作成、公開し、平成21

年に改訂した仕様書（1.1版）につ

いて、必要に応じて更新を実施す

る。 
 ○   

平成22年度においては、平成22年2月に作成・公開した準天頂衛

星システムユーザインタフェース仕様書（1.2版ドラフト）に対し、

IMES情報の更新を実施し、平成22 年12月のユーザミーティング

において当該更新情報の説明をした後、平成23 年2月に仕様書

（1.2版）を制定した。以上から、平成22年度目標は達成した。 

（国の機関等による衛星測位の利用の取組） 

128 ３章２

（４） 

大規模災害時等に

おける政府の危機

管理体制の強化 

ヘリコプターや広域緊急援助隊の位置の

把握に衛星測位を利用する。 

警察庁 衛星測位を利用したヘリコプターテ

レビシステム等を継続して活用す

る。 

    

ヘリコプターや広域緊急援助隊の位置の把握に衛星測位を利用し

た。 

129 ３章２

（４） 

捜査員の位置情報

の把握への衛星測

位の活用 

捜査員の位置の把握に衛星測位を利用

する。 

警察庁 衛星測位の利用を継続する。 

    

捜査員の位置情報の把握のため、衛星測位の利用を継続した。 

131 ３章２

（４） 

自衛隊による衛星

測位の利用 

航空機、艦船等の航法等に衛星測位を利

用する。 

防衛省 衛星測位の利用を継続する。 
    

航空機、艦船等の航法等への衛星測位の利用を継続した。 

132 ３章２

（４） 

登記所備付地図作

成 

登記所備付地図作成に衛星測位を利用

する。 

法務省 衛星測位を利用した登記所備付地

図作成を継続して行う。 
    

平成22年度においては，衛星測位を利用し，登記所備付地図作成

作業（15 ㎢）を実施した。 

133 ３章２

（４） 

衛星測位を利用した

人工衛星等の高精

度軌道決定等 

衛星測位等を利用して周回衛星等の軌

道を高精度で決定するとともに、その精

度の向上を図る研究を実施する。 

文部科学省 平成18年１月に打上げられた陸域

観測技術衛星「だいち」（ALOS）に

続き平成20年度以降の打上予定

の周回衛星等においても 衛星測

位を利用した高精度軌道決定及び

精度向上のための研究を実施す

る。 

 ○   

平成18 年1月に打上げられた陸域観測技術衛星「だいち」、平成

21 年1月に打上げられた温室効果ガス観測衛星「いぶき」におい

て、衛星測位を利用した高精度軌道決定を継続して実施した。「だ

いち」では、ミッション要求（1m以内の軌道決定精度）に対して平均

15cm の軌道決定精度を達成した。 

また、衛星測位を利用した将来衛星(ALOS-2等)の高精度軌道決定

に向けた解析を実施した。 

134 ３章２

（４） 

活断層調査の総合

的推進 

活断層調査の一環として、詳細地殻変動

分布の解明のための衛星測位技術を用

いた調査観測を実施する。 

文部科学省 活断層等の評価の高度化に資す

る。特に、平成23年度までに神縄・

国府津－松田断層帯、平成24年

度までに上町断層帯の評価の高

度化に資する。 

 ○   

平成22年度から調査を開始した上町断層帯の活断層調査におい

て、詳細地殻変動分布の解明のために衛星測位技術を活用し、断

層帯の評価の高度化を図った。 

135 ３章２

（４） 

地震調査研究の重

点的推進 

衛星測位技術を用いた海底地殻変動観

測システムの開発を実施する。 

文部科学省 平成26年度までに海底ＧＰＳを用

いた海底地殻変動観測技術の高

度化を図る。 

 ○   

衛星測位技術を用いた海底地殻変動観測技術の高度化のため

の、解析アルゴリズムの基本設計等を行った。 
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施策名 施策概要 担当府省 
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②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

136 ３章２

（４） 

ひずみ集中帯の重

点的調査観測・研究

ひずみ集中帯での地震発生メカニズム

解明の一環として、衛星測位技術を用い

た精密なひずみの観測を実施する。 

文部科学省 平成24年度までに東北日本の日

本海側の「ひずみ集中帯」の地殻

変動分布を明らかにする。 
    

東北日本の「ひずみ集中帯」における地震発生メカニズム解明の

一環として、衛星測位技術を活用した観測を実施し、地殻変動速度

分布を推定し、初期的な変形過程モデルを構築した。 

137 ３章２

（４） 

漁船位置情報管理・

分析 

漁船の位置等を衛星測位システムを介し

て自動的に取得するシステム（ＶＭＳ）を

運用・改修する。 

農林水産省 平成19年度かつお・まぐろ漁船全

船の位置取得を達成。かつお･まぐ

ろ類資源管理を行う各地域漁業管

理機関の決議遵守のためのシス

テムであり、必要に応じて随時シ

ステムの改修を行う。 

    

既に遠洋漁船のVMSの登録は全船実施（達成）しており、平成22

年度は引き続き地域漁業管理機関等の決議を遵守するため管理

運用を図った。 

138 ３章２

（４） 

海亀等の回遊経路

の把握 

対象海洋生物の回遊経路を把握するた

め、海亀等の生体を捕獲後タグを装着

し、行動を追跡する。 

農林水産省 平成22年度まで調査を実施する。 

    

海鳥については、摂餌場所及び漁業との競合場所の特定に関する

情報が得られた。一方、海亀については装着タグの脱落等により

十分な追跡ができなかった。 

139 ３章２

（４） 

有害生物被害防止

対策 

有害生物の出現状況の把握と情報提供

の実施に際し、調査船等により得た出

現・予測情報を、日々の更新データ提供

（ＰＤＦ）と併せてＧＩＳによる提供を行い、

情報利用者の利便性の高い情報として

漁業関係者等に提供する。 

農林水産省 大型クラゲの出現情報を利用者の

利便性を考慮した形で漁業関係者

等に提供する（予算上の事業年度

は平成24 年度末）。     

大型クラゲの出現情報をインターネット、ＦＡＸを通じて漁業関係者

等への提供を行った。 

140 ３章２

（４） 

水稲移植作業及び

収穫作業の自動化

による超省力作業

システムの開発 

ほ場内にオペレータが入ることなく、水稲

作の耕うんから収穫まで、すべてのほ場

作業をロボット化する無人機械作業体系

を開発する。 

農林水産省 平成22年までに、ロボット化したト

ラクタ、田植機、管理機、コンバイ

ンを利用して人-機械協調作業体

系のプロトタイプを開発する。 

    

ロボット化したトラクタ、田植機、コンバインを利用して人-機械協調

作業体系のプロトタイプを開発した。 

141 ３章２

（４） 

農地・農村の防災技

術の高度化 

高精度衛星測位と無人ヘリ等を用いた中

山間農村地帯における災害の調査・監視

技術等を開発する。農地地すべり監視の

ための衛星測位技術の利用とその高精

度化を進める。 

農林水産省 平成23年度までに中山間地域の

農地災害監視に有効なGNSS監視

システムの開発・運用を行う。また

差分干渉合成開口レーダとの融合

技術の適用性検証を行う。 

    

小型LINUX サーバによる安価なGNSS監視システムを開発し、中

山間地域の農地災害監視に適用した。また差分干渉合成開口レー

ダによる農地の変状検出への適用可能性を示した。これらの融合

技術によって再滑動型の中山間地域の農地斜面の監視技術につ

いて、農地保全対策事業実施地区に提案した。当初の目標をほぼ

達成したため、平成22年度で完了する。 

142 ３章２

（４） 

広域収量モニタリン

グシステムの開発

コンバイン収穫質量測定装置（収量セン

サ、ＧＰＳユニット、表示・記録装置から構

成されるもの）を利用し、ほ場地図上に収

量情報をマッピングできる広域収量モニ

タリングシステムを開発する。 

農林水産省 平成23年度までに圃場ＧＩＳ情報を

用いて収量計測を行う手法を確立

する。     

収量計測装置のデータを用いて圃場GIS上に収穫情報をマッピン

グする手法を確立した。今後、得られた知見を整理して情報として

公表する予定である。 
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長戦略

③
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本計画

④

宇宙基

本計画

145 ３章２

（４） 

農業環境資源地点

情報の整備 

土壌調査、植生調査、昆虫採取及び土壌

微生物等の衛星測位等による採取地点

情報の整備を行い、データベース化し、

時空間情報として視覚化する手法を開発

する。 

農林水産省 平成23年度までに、地理情報が少

ない古い標本情報をさらに追加登

録する。さらに、他のデータベース

（土壌情報閲覧システムなど）と統

合し、より利用範囲の広い農業環

境インベントリーシステムを構築す

る。 

    

「土壌情報閲覧システム」を公開し、プレスリリースした。10ヶ月で

28 万件のアクセスがあり、利用者が急増した。古い標本情報とし

て、明治18年に作成を開始して作られた大日本帝国土性図（フェス

カ式土性図）を公開した。農耕地土壌DNA情報と栽培歴、理化学

性、緯度経度情報を入れた「農耕地eDNAデータベース」を公開し

た。また、メッシュ、GHG、気象データを統合したデータベースを構

築した。さらに、多種多様な農業環境データベースを統合するため

のシステム（Webマッシュアップ）の利用可能性を検証して、それに

よる昆虫データベースを公開した。 

146 ３章２

（４） 

衛星測位・無線通信

技術を用いた農地

への野生生物追跡

技術の開発 

鳥獣害予防のために、無線通信技術を

用いた野生生物の接近警報及び衛星測

位による精密な位置情報の取得を行う。

農林水産省 平成22年度までに現地実証試験

を行う。 
    

動物追跡技術に加え，獣害防除の重要な要素となる電気柵の稼働

状態をモニタリングできるようにしたシステムの通信機器が完成

し、データ通信の試験を研究所内及び現地で実施した。 

147 ３章２

（４） 

海上保安庁におけ

る緊急通報118 番

（位置情報等）の受

付体制 

緊急通報118番（位置情報等）の受付体

制の運用において衛星測位を利用する。

国土交通省 引き続き、緊急通報118番（位置情

報等）の受付体制の運用において

衛星測位の利用を継続する。 
    

緊急通報118番（位置情報等）の受付体制の運用において衛星測

位の利用を継続した。 

171 ３章２

（４） 

大規模営農支援シ

ステムの開発 

「ＧＩＳを利用した農作業履歴管理システ

ム（FARMS）」を基礎とし、低価格ＧＰＳを

搭載した農業機械の稼働状況モニタリン

グ装置を継続利用して作業履歴の蓄積を

効率的に行うシステムを開発する。ま

た、開発システムを大規模経営体におけ

る現地実証的な試験に供し、効果を検証

する。 

農林水産省 平成23年度までに実証試験システ

ムを開発し、大規模経営体での実

証運用を開始する。 

    

従来は土地利用型農業のみだった導入対象を野菜作等にも広げ、

導入の準備とGISデータの構築を進めた。GPSを利用した稼働状

況モニタリングは平成23年度に実施する予定である。 

181 ３章２

（４） 

広域コントラクター

のための携帯端末

を利用した作業計

画・管理支援システ

ム 

飼料イネの収穫・調整・集荷作業や堆肥

散布など各作業を円滑に進めるため、

GPS搭載携帯情報端末を利用した、記録

すべき項目を自由に設定できる、広域コ

ントラクター向け作業計画・管理支援シス

テムを開発する。 

農林水産省 平成24年までに同システムを完成

させ、あわせてソフトウェアの配布

等をできるようにする。  

 ○   

地図表示、データ入力および属性値に応じた地物描画色変更を作

成した。 
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整理

番号 

基本 

計画 

該当 

箇所 

施策名 施策概要 担当府省 
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各種計画との連携（注）
達成状況 

(達成した場合は具体的な内容） 
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①

ＩＴ戦略

②新成

長戦略

③

海洋基

本計画

④

宇宙基

本計画

（衛星測位の利用のための情報提供) 

148 ３章２

（４） 

衛星測位を利用した

航空交通の安全確

保及びサービス向

上 

航空交通の安全確保及び効率性向上の

ため、運輸多目的衛星（ＭＴＳＡＴ）を用い

た衛星航法補強システムを運用し、国際

民間航空機関（ICAO）基準に準拠したＧＰ

Ｓ補強情報を提供する。 

国土交通省 引き続き、衛星航法補強システム

の運用を継続する。 

    

衛星航法補強システムを継続して運用した。 

149 ３章２

（４） 

衛星測位を利用した

海上交通の安全確

保 

船舶交通の安全確保のため、全国に配

置したディファレンシャルＧＰＳ局からＧＰ

Ｓの補強情報を提供する。 

国土交通省 引き続き、ディファレンシャルＧＰＳ

の運用を継続する。     

全国に配置したディファレンシャル GPS 局から GPS の補強情報を

提供したことで、船舶交通の安全確保に寄与した。 

150 ３章２

（４） 

衛星測位を利用した

測量の効率化等(電

子基準点測量) 

ＧＰＳを用いた測量の効率の向上等のた

め、全国に配置した電子基準点によるＧ

ＰＳ連続観測システムを運用する。 

国土交通省 国家基準点体系の維持と測量のた

めの基準点として、安定的な運用

を行う。 

○  ○ ○

国家基準点体系の維持と測量のための基準点として、安定的な運

用を行った。 

（地方公共団体及び民間における衛星測位の利用） 

151 ３章２

（４） 

携帯電話からの119

番通報における発

信位置情報通知シ

ステムの導入促進

衛星測位を用いた携帯電話からの119番

通報における発信位置情報通知システ

ムの導入促進を図る。 

総務省 引き続き、消防本部において、携

帯電話からの119番発信位置情報

通知システムの導入を図る。     

75消防本部でＮＴＴ加入電話及び携帯・ＩＰ電話からの119通報に係

る位置情報の通知及び取得機能に問題がないことを確認した。 

172 ３章２

（４） 

エネルギーITS推進

事業 

省エネルギー効果の高い ITSの実用化

を促進する事業において、自動運転・隊

列走行に関する要素技術開発を行い、そ

の中でGPSを用いた高度な位置測定、

画像認識を用いた周辺環境認識等の要

素技術の開発等を行う。 

経済産業省 平成24年度までに、自動運転隊列

走行に必要となるGPSを用いた高

度な位置測定、画像認識を用いた

周辺環境認識等の要素技術を開発

する。 

 ○   

平成22年度末までにGPSを用いた位置測定、画像認識を用いた

周辺環境認識の要素技術に関して、基礎的技術を確立するととも

に実験走行で基本性能を確認した。 

 
（注）「各種計画との連携」の項目中、 

①「ＩＴ戦略」とは、「新たな情報通信技術戦略（平成22 年5 月11 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）」を、 

②「新成長戦略」とは、「新成長戦略(平成22 年6 月18 日閣議決定)」を、 

③「海洋基本計画」とは、「海洋基本計画(平成20 年3 月18 日閣議決定)」を、 

④「宇宙基本計画」とは、「宇宙基本計画(平成21 年6 月2 日宇宙開発戦略本部決定) 」を指す。 

  

 本計画は、平成22 年4 月末時点の施策をとりまとめたものである。 

 本報告は、平成22 年度末時点での状況をとりまとめたものである。  


